
船舶事故調査報告書 

 

平成２３年３月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年９月５日 １７時５６分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方
はかた

島南東方沖 

六ツ瀬
む つ せ

灯標から真方位１２１°２.２海里付近 

（概位 北緯３４°１０.５′ 東経１３３°１０.１′） 

事故調査の経過  平成２２年９月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 貨物船 UNION
ユニオン

 FORTUNE
フォーチュン

（カンボジア王国）、１,８８０トン 

８６３１４９１（ＩＭＯ番号）、YOU LIAN SHIPPING COMPANY 

LIMITED 

   ８４.７３ｍ×１２.５０ｍ×６.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、１９８８年１１月 

Ｂ 引船 第二十八冨
ふ

美
み

丸、１３５トン 

   １３５２９９、冨美船舶株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

   ３０.５１ｍ×７.５０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年５月２６日 

Ｃ 台船 ヤマカ５７ ＳＤ１０３、２,０９３トン 

   なし、株式会社スチールハブ 

   ６５.００ｍ×２４.００ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   なし、２００９年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ３４歳 

   管理級（航行）（総トン数３０００トン以上の船舶の船長、中華人

民共和国発行） 

    免 状 交 付 年 月 日 ２００７年９月２８日 

    免状有効期間満了日 ２０１２年９月２８日 

一等航海士（航海士Ａ）男性 ３５歳 

   甲類（中華人民共和国発行） 

免 許 年 月 日 ２００６年５月９日 

    免状有効期間満了日 ２０１１年５月９日 

Ｂ 一等航海士（航海士Ｂ）男性 ６５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年８月７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２９日 
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    免状有効期間満了日 平成２７年８月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首に破口及び擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷後部外板に凹損及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか１０人が乗り組み、スクラップ１,２５５ｔを積載し、

伯方島南東方において来島海峡の潮待ちのため、船首を西方に向けて錨泊

中、守錨当直中の航海士Ａが、右舷船首４５°付近に伯方瀬戸を通過して

Ａ船に接近する‘Ｂ船とＢ船に引かれたＣ船（以下「Ｂ船引船列」とい

う。）を視認し、レーダーでＢ船引船列の針路が約１５０°(真方位、以下

同じ。）であることを確認した。 

 

 航海士Ａは、Ｂ船引船列が右舷船首３００ｍ付近に接近したとき、Ｂ船

が変針したものの衝突の危険があったので、Ｂ船に対して手を振って注意

を喚起した。 

Ａ船は、汽笛を吹鳴せずに船首を約２９０°に向けて錨泊中、Ｂ船がＡ

船の船首方を通過したのち、Ａ船の右舷船首部とＣ船の左舷後部とが衝突

した。 

Ｂ船は、船長及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、鋼板約１,９００ｔを積

載したＣ船をえい
．．

航して全長約１６５ｍのＢ船引船列を構成し、約７.２

ノット（kn）の対地速力で伯方瀬戸を南東進した。 

船橋当直中の航海士Ｂは、伯方瀬戸南口の伯方島と津波
つ ば

島の間を通過し

たとき、前路で錨泊中のＡ船を初めて視認し、Ａ船の西方を通過すること

として遠隔管制器による手動操舵を行いながら航行した。 

航海士Ｂは、Ｂ船引船列が右舷側から潮流（北東流）を受けて東方に圧

流されたので、遠隔管制器のダイヤルを回して右舵約１０°をとり、さら

に、Ａ船が左舷船首１０°３００ｍ付近になったとき、再度、右舵約１

０°をとったが、左方への圧流が続き、Ａ船との通過距離を十分に隔てて

いなかったので、Ｂ船引船列がＡ船に接近する状況となった。 

航海士Ｂは、Ａ船との距離が約１５０ｍとなったとき、Ｃ船がＡ船に衝

突しないように左舵をとったが、平成２２年９月５日１７時５６分ごろ、

Ｂ船引船列のＣ船とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 １.８m/s、視界 良好 

 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 約０.６knの北東流 

 その他の事項  Ａ船は、レーダーを使用していた。 

Ａ船の乗組員は、全員中華人民共和国籍であった。 

 Ｂ船は、ＧＰＳプロッター及びレーダーを使用していた。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析  Ａ船は、伯方島南東方沖において錨泊中、航海

士Ａが、Ｂ船引船列の接近に気付き、Ｂ船に対し

て手を振って注意を喚起したものの、Ａ船とＣ船

とが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、伯方島南東方沖において、錨泊

中のＡ船の西方に向けて南東進中、航海士Ｂが、
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右舷側から潮流を受けてＢ船引船列が東方に圧流

されていることに気付いた際、右舵約１０°を２

度とったものの、Ａ船との通過距離を十分に隔て

ていなかったことから、Ｂ船引船列がＡ船に接近

し、Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

 航海士Ｂは、Ｂ船引船列が錨泊中の船舶の付近

を航行するに当たり、潮流により圧流されている

ことに気付いた際、錨泊船との通過距離を十分に

隔てるか、又は錨泊船の潮下を通過していれば、

本事故の発生を防止できた可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、伯方島南東方において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船引船列が南東進

中、航海士Ｂが、潮流による圧流を考慮してＡ船との通過距離を十分に隔

てていなかったため、Ｂ船引船列が潮流により圧流されてＡ船に接近し、

Ａ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




